
 

 

 

 

 

 

 

市立学びの多様化学校等のあり方に係る有識者等会議

のまとめ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月 

市立学びの多様化学校等のあり方に係る有識者等会議 



 

 

目 次 

 

１ 有識者等会議設置の背景                   Ｐ１ 

(1) 国の動向 

(2) 名古屋市の状況 

 

 

２ 有識者等会議設置の目的                   Ｐ５ 

 

 

３ 学びの多様化学校について                  Ｐ５ 

(1) 概要 

(2) 全国の設置状況 

(3) 名古屋市における学びの多様化学校の現状 

 

 

４ 本有識者等会議における主な意見               Ｐ８ 

(1) 本市の不登校施策における学びの多様化学校の位置付けや意義 

ア 位置づけ 

イ 意義 

 

(2) 学校の基本的方向性 

ア 目指す学校の姿（コンセプト） 

イ 目指す学校の姿の実現に向けた学校づくりの視点（特色） 

 

(3) 学校の枠組み 

ア 対象となる児童生徒の範囲 

イ 対象学年、学級数、転入学の時期 

 

(4) 設置のあり方 

 

 

参考 市立学びの多様化学校等のあり方に係る有識者等会議     Ｐ１８ 

○委員                       

○会議実績                        

 

 



1 

１ 有識者等会議設置の背景 

(1) 国の動向 

全国的に不登校児童生徒が増加し続けている中、令和５年３月に文部科学

省から「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（ＣＯＣＯＬ

Ｏプラン）」が示され、不登校によって学びにアクセスできない子どもをゼ

ロにすることを目指し、社会全体で取組を進めていくことが掲げられた。 

このＣＯＣＯＬＯプランでは、不登校特例校の設置について、今後早期に

全ての都道府県・政令指定都市に設置されること、将来的には希望する児童

生徒が居住地によらず通えるよう、分教室型も含め全国３００校の設置を目

指すことが示された。 

さらに、令和５年６月に閣議決定された「第４期教育振興基本計画」では、

各都道府県・政令指定都市での１校以上の設置を令和９年度までの計画期間

内において進めることが示された。 

そして、令和５年８月に文部科学省から「『不登校特例校』の新たな名称に

ついて」が通知され、当該学校に通う子どもたちの目線に立った相応しい名

称とする観点から、『学びの多様化学校』という名称とされたところである。 
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(2) 名古屋市の状況 

〇名古屋市における不登校児童生徒の現状 

不登校児童生徒数の推移 

近年の不登校児童生徒数については、全国的に増加傾向にあり、本市も同様

の傾向となっている。令和５年度の不登校児童生徒数は小学校２,４８０人、

中学校３,４０８人、高等学校４２２人である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」より 
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〇不登校児童生徒の多様な学びの保障に向けた支援方策 

Ｎａｇｏｙａ ＨＥＡＲＴ Ｐｌａｎ（なごやハートプラン） 

本市では、令和４年３月に「不登校未然防止及び不登校児童生徒支援の方

策」を策定し、「不登校児童生徒数が減少すること」と「不登校児童生徒が

自らの進路を選択し、卒業後の未来を開くことができること」の実現に向け

て取組を進めてきた。 

  教育支援センターの施設拡充や、中学校での校内の教室以外の居場所づく

り事業の推進等、好ましい変化に結び付いた事例は多くあるものの、本市の

不登校児童生徒数は全国と同様に依然として増加傾向にある。 

増加する不登校児童生徒への支援の方向性も変化している中、本市でもこ

れまでの不登校の方策に基づく取組を継続しつつ、誰一人取り残されない学

びの保障を図るため、支援方策について、再検討する必要があると考えた。  

そこで本市では、令和６年に設置した「今後の不登校施策に関する有識者

等会議」の意見を踏まえ、支援方策（Ｎａｇｏｙａ ＨＥＡＲＴ Ｐｌａｎ）

を策定（令和７年３月策定予定）し、本プランの中で「市立学びの多様化学

校の設置」について、今後の検討事項として掲げている。 
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 〇ナゴヤ学びのコンパス 

  本市では、令和２年度からナゴヤ・スクール・イノベーション事業と銘打

ち、幼稚園から高等学校まで全ての市立学校園の教育段階において、子ども

一人一人の興味・関心や能力、進度に応じた「個別最適な学び」と「協働的

な学び」の一体的な充実による授業改善を推進してきた。 

  本市の子どもたちが、今後ますます激しくなる社会の変化を前向きに受け

止め、たくましくしなやかに変化を乗り越え、よりよく自らの人生をきり拓

いていくためには、自律して学び続ける人に成長していくことが欠かせない。

そのためには、大人が子どもの学びに伴走し、子ども中心の学びを進めてい

くことが大切である。 

  こうした方向性に向けて、市立学校園全ての教職員及び、子どもたちに関

わる全ての大人が共通認識をもって教育を進めることができるよう、本市の

目指す子ども中心の学びの考えを明確にする、学びの方針を示す必要がある

と考えた。 

そこで、学識経験者・学校関係者・保護者代表等で構成する「学びの方針

策定に係る検討会議」を立ち上げ、子どもたちや教職員からの意見も聞きな

がら、本市の目指す子ども主体の学びをわかりやすく示す「ナゴヤ学びのコ

ンパス」を令和５年９月に策定・公表した。 

令和６年４月からは、全ての市立学校園において「ナゴヤ学びのコンパス」 

を基にした教育を推進している。 
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２ 有識者等会議設置の目的 

本市の不登校施策における「学びの多様化学校」の位置付けや意義を検討

するとともに、「ナゴヤ学びのコンパス」が目指す教育を具現化し、多様性を

認める学びの場としての、本市の「学びの多様化学校」のあり方について意

見をいただくため、有識者・学校関係者・保護者代表等で構成する有識者等

会議が設置された。 

 

３ 学びの多様化学校について 

(1) 概要 

  不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施

する必要があると認められる場合、特定の学校において教育課程の基準によ

らずに特別の教育課程を編成して教育を実施することができる学校。 

 

 

 

 

 

 

 

  

★ 教育課程がある「学校」である 

  （教育支援センターや民間団体(施設)とは異なる。原籍校から転籍）  

★ 国の指定を受けて教育課程を「柔軟化」できる  

（総授業時数減、体験型学習、教科横断的な取組、新設教科等） 

【学びの多様化学校の設置に向けて【手引き】（R6.2 改訂 文部科学省）より】  
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【学びの多様化学校の設置に向けて【手引き】（R6.2 改訂 文部科学省）より】  



7 

(2) 全国の設置状況 

  令和６年４月１日現在、学びの多様化学校の設置状況は、全国で３５校。 

【学校種別】小学校４校、中学校２２校、小中一貫校３校、高等学校６校 

  【国公私別】公立２１校、私立１４校 

  【設置形態別】学校型１７校、分校型１校、分教室型１３校、 

コース指定型４校 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 名古屋市における学びの多様化学校の現状 

    本市には平成２４年４月に私立学校として、星槎名古屋中学校が設置され

ている。 

【文部科学省 HP 掲載「学びの多様化学校（いわゆる不登校特例校）の設置者一覧」より】  
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４ 本有識者等会議における主な意見 

【◆：会議において検討した内容・観点 〇：各委員からの意見】 

 

 (1)本市の不登校施策における学びの多様化学校の位置付けや意義 

 市立学びの多様化学校の本市の不登校施策における位置付けや意義につ

いて、以下の内容・観点について検討。 

 ◆ 児童生徒の一人一人の思いや願いに応じた多様な学びを提供し、子

ども目線を大切にしながら、子ども・保護者・学校に選択肢を分かりや

すく示す。 

 ◆ 多様な背景を持つ児童生徒一人一人のその時々の思いや願いを尊重

し、きめ細やかな学びの場・学びの機会を提供するため、「市立学びの

多様化学校」の設置が必要。 

 ◆ 「市立学びの多様化学校」は、本市の学びの基本的な考えを示した

「ナゴヤ学びのコンパス」を、弾力的で柔軟な教育課程の編成という方

法で具現化し、本市の不登校施策及び学びの多様化を推進する重要な

役割を担い、その取組みやエッセンスを全市へ共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【本市の不登校施策における学びの多様化学校の位置付けについて】  

〇不登校施策が提供側の視点で整理しているから分かりにくく、子ども目線

で「どこで学びたいか」、「どう学びたいか」で区分すれば、子どもにとっ

て分かりやすくなる。 

〇学校現場では、不登校施策の種類が多く、どの選択肢がその子どもに合う

のか判断が難しい。子ども目線を大切にしながら、現場教員にとっても、

支援策の選択肢を分かりやすくするという観点も必要。 
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〇他都市の学びの多様化学校のように、教育支援センターと物理的に近いと

ころに設置すると、連携もとりやすく、心理的な壁も軽減できる。 

〇市立学びの多様化学校では、他の市立学校で利用できる不登校施策も利用

できるようにし、在籍する子どもの状況によって、最も良い選択ができる

ことが必要。 

〇不登校児童生徒支援はネットワーク組織が重要。関係機関が、互いにどの

様な子どもを支援しようとしているかを理解し、同じ視点に立つことが必

要。 

〇各不登校児童生徒支援策の「場」が持っている強みや、アクセスしやすい

学び方等の観点で、不登校施策における市立学びの多様化学校の位置付け

を表現できると良い。 

 

【市立学びの多様化学校の意義について】 

〇市立学びの多様化学校における授業のやり方や教材の準備等、教員の研修

の意義はとても重要。また、この学校の教室で授業を受けられるほか、校

内の教室以外の居場所のような機能や、自宅でのオンライン授業等、多機

能であった場合は、「学びの多様化推進」の拠点としての機能も期待でき

る。 

〇不登校の子どもが増加しており、市立学びの多様化学校を 1 校作っても転

入学できるのは全体の数％に過ぎない。資材投入（インプット）が大きい

ので、その全市への波及効果を考えることが必要。 

〇市立学びの多様化学校は、不登校施策の中核であると同時に、名古屋市に

おける学びの多様化推進の中核として、全ての学校・子どもへの波及効果

を考えることで、市立で設置する意義が最大化される。 

〇「ここの学校の卒業生だぞ」と子どもも親も誇れるような、地域に根ざし

た学校ができると良い。 

〇不登校は学びの選択肢の 1 つであって、「決してあなたが悪いんじゃない

よ」というメッセージを、公立の学校として作ることによって、市内全域

に広めることができる。そして、この学校に通う子どもに対して「ここな

ら安心していられる」、「ここなら行ってみたい」、「これで良いんだよ」と

いうメッセージを発信していけると良い。 
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 (2) 学校の基本的方向性 

ア 目指す学校の姿（コンセプト） 

◆ 市立学びの多様化学校の目指す学校の姿（コンセプト）について、不登

校施策と学びの多様化推進の重要な役割を担う学校として、その取組み

やエッセンスを全市へ共有するという観点から検討。 

◆ そのコンセプトを実現するため、「ナゴヤ学びのコンパス」の学びを進

める上で大切な視点等として、「あんしん」という土台のもと、必要な「き

きあう」、「きめる」、「まざる」、「ひたる」という４つのエッセンスについ

て検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇コンフォートゾーンからストレッチゾーンに一歩踏み出すチャレンジが 

でき、失敗してもまた安心してチャレンジできる、ということがコンセプ

トに表現できると、「ナゴヤ学びのコンパス」を受けた名古屋らしい学校

になる。 

〇この学校は、不登校施策と学びの多様化を推進する重要な役割を担ってお

り、その取り組みを全市内に共有するのであれば、一般校からあまりにも

かけ離れたものではいけない。一般校とも共有できる目標を掲げ、教育課

程の編成等の中で、この学校で重視する部分を見出していけたら良い。 

〇「安心」はあまりにも重要で基礎・基本となるものであり、最終目的に置

いてしまうと達成できた後の指針が不明確になってしまう。１０年後、２

０年後にも色あせない独自性と普遍性をもったコンセプトになると良い。 

〇この学校が不登校児童生徒支援の重要な役割を担うとすれば、全ての不登

校の子どもへのメッセージを示すことができると良い。 

〇「子どもたちの気づきを大切にし、じっくり待ってあげられる学校」、そう

いったことが、子どもや保護者に伝わるコンセプトが良い。 

〇学校であるなら、「安心」だけでなく、子どもの成長を促すことが必要。コ
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ンセプトを考えるには、この学校が、どういう状況の子どもを対象にし、

何を他の市立学校に共有するのかを決めることが必要。 

〇不登校施策と学びの多様化推進施策の二つの円が重なる部分に、この学校

のコンセプトが存在する。 

〇子どもの安全安心を確保しながら、挑戦へと繋がるアプローチ・支援策を

この市立学びの多様化学校で実施し、それがメッセージとして伝わると良

い。 

 

【委員の意見を踏まえて検討した目指す学校の姿（コンセプト）等】 
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イ 目指す学校の姿の実現に向けた学校づくりの視点（特色） 

◆ 市立学びの多様化学校の目指す学校の姿（コンセプト）の実現に向け、

「あんしん」、「ききあう」、「きめる」、「まざる」、「ひたる」の観点別に、

学校づくりの視点・特色について検討。 

〇地域の人と「まざる」ことは大切。地域の行事に子どもも教職員も参加で

きる機会があると良い。 

〇「まざる」の部分に、インクルーシブ教育の視点が必要。個別最適化が進

めば進むほど、インクルーシブできる子どもの対象が広がる。 

〇市立学びの多様化学校が、不登校施策と学びの多様化の重なるところだと

考えると、「ききあう」・「まざる」は社会性、「きめる」・「ひたる」が多様

な学びに関わることであることから、コンセプトとしてこの４つのエッセ

ンスは良い。 

〇オンライン教材の活用により、子ども自身が時間を設定し学ぶことや、対

面又はオンラインによるハイブリッド型の学びを提供できると、市立学び

の多様化学校に在籍する子ども以外の子どもの支援にもつながる。〇学び

の多様化推進には、子どもが選択できる余地が豊かにあることが必要なた

め、市立学びの多様化学校では、例えば、登校時間や総授業時間数なども

全員一律ではなく、子どもが選択できるところまで、踏み込んで検討する

ことが重要。 

〇この学校では、子ども一人一人の状況に応じた、オーダーメイドの教育活

動が行われると良い。その取組を全市立学校に共有するには、現在の教員

配置と総授業時間数では限界があるため、教育諸条件整備も含めて検討す

ることが重要。 

〇安心と挑戦、個別と協働という軸が、特色となる取組みのなかに、十分意

識して組み込まれることが重要。 

〇「きめる」の項において、自分のペースで学ぶことだけでなく、「あんし

ん」の項にもあるように、自習室や図書室でも学ぶことができる、といっ

た、自分で学ぶ場所や学び方を選べる、という示し方も必要。 
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【委員の意見を踏まえて検討した目指す学校の姿の実現に向けた学校づくり

の視点（機能）等】 
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(3) 学校の枠組み 

ア 対象となる児童生徒の範囲 

 市立学びの多様化学校の対象となる児童生徒の範囲について、以下の「考

慮すべき要素」について検討。 

 ◆ 不登校状態である、又は、不登校傾向が見られる児童生徒であること 

 ◆ 児童生徒に本校で学ぶ意欲、興味・関心があること 

 ◆ 保護者の理解が確認できること 

 ◆ 教育支援センターとのつながり 

〇学校や保護者からの意見や情報だけでなく、公的な支援機関の意見を踏ま

えながら、市立学びの多様化学校がその子どもに適しているのか見極める

ことが必要。 

〇「保護者の理解」としては、他事例を参考にすると「授業時数を減らした

特別な教育課程であること」、「安全に登校できるよう保護者が責任を持つ

こと」等が考えられる。基準の中身を具体的に示しておくことで、保護者

にとって分かりやすいものになる。 

〇名古屋市は不登校児童生徒支援の窓口が複数あるので、市立学びの多様化

学校の設置を契機に、それらの窓口の役割を整理したうえで、市立学びの

多様化学校と連携することが必要。 

〇教育支援センターへの入所を条件とするかどうかは手続きの問題であり、

対象となる児童生徒の範囲とは、別に整理したほうが良い。 

〇教育支援センターへの入所を条件とするのではなく、学びの多様化学校に

入った後に、心理的な支援と多様な学びの支援ができる仕組みが必要。 

〇既存の不登校児童生徒支援のための教育支援センターとは別に、多様な学

びの支援・相談ができる公的な機関があれば、もっと早い段階でその子に

合った学びにつなげることができ、助かる子ども・保護者は多い。 

〇市立学びの多様化学校設置から１０年程度は、情報の不均衡が避けられな

いため、一部の子ども・保護者のみの選択肢にならないよう留意すること

が必要。そうした中で、体験プログラムやオンライン授業等を活用し、部

分的に参加できる仕組み等、周辺の部分をどれだけ広げていけるかがポイ

ントとなる。 
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イ 対象学年、学級数、転入学の時期 

 市立学びの多様化学校の対象学年、学級数、転入学の時期について、以下

の内容・観点について検討。 

【対象学年】 

 ◆ 不登校児童生徒数の数は、中学校入学後に急増する。 

   また、直近５年で小学生の増加率が約２.８倍と高く、特に小学校低

学年の増加率が顕著で３倍以上であり、小学生の支援も急務である。そ

のため、小学生（低学年から）及び中学生が転入学できる、市立学びの

多様化学校が必要である。 

 ◆ 不登校等の諸課題が大幅に増える、いわゆる「中１ギャップ」にも配

慮し、その段差にも配慮した教育課程を編成した小中一貫校とするこ

とにより、９年間を通して、児童生徒の一人一人の思いや願いに応じた

多様な学びを提供することができる。（児童生徒が望めば、在籍の小中

学校へ転校・進学することも可能とする） 

【学級数、人数】 

 ◆ 多様な背景を持つ児童生徒一人一人のその時々の思いや願いを尊重

し、きめ細やかな学びの場・学びの機会を提供するため、少人数の学級

を編成する。（学級数は庁舎のキャパシティ等から検討） 

【転入学の時期】 

 ◆ 多くの転入学希望者が想定されるため、転入学の時期は年１回を原

則とするが、応募状況を踏まえ検討する。 

〇この学校が、増加する不登校の子どもに多様な学びを提供するためのもの

か、それとも不登校の子どもを減らすためのものか、設置目的を明確にす

べき。不登校の子どもは中学生の絶対数が多いので、不登校の子どもを減

らすことを主目的とするなら、中学生のみを対象とすべき。 

〇小中一貫校とした場合、小学生から中学生に上がる子どもの数も相当数い

るので、中学生から転入学できる枠もしっかりと整えることが必要。 

〇この学校に配置できる教職員の人数を決めて、その中で最大限の効果を発

揮させるためには、どういった方法が良いのか、という点から議論をする

ことも必要。 

〇多様な学びを選択できる学校にしていくと考えるのであれば、小学校から

が対象範囲となると良い。小学校段階から学びの多様化学校に入り、つま

づいていたところや苦手だったところについて、自分なりのチャレンジで

自信をつけて、中学校では地域の中学校に帰る、というパターンも考えら
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れる。 

〇不登校の子どもの学年ごとの教室への復帰率が把握できれば、市立学びの

多様化学校に、どの学年からを転入学の対象にすべきか、判断基準の一つ

になる。 

 

(4)設置のあり方 

 市立学びの多様化学校の設置のあり方について、以下の内容・観点につい

て検討。 

◆ 令和５年度には、本市の不登校児童生徒は５,８８８人になり、市立学

びの多様化学校を１校設置したとしても、その数パーセントの児童生徒

しか転入学できない。 

  また、市立学びの多様化学校が、本市の不登校施策及び学びの多様化推

進の重要な役割を担い、その取組みやエッセンスを全市へ共有するため

には、当該学校で経験した教職員の人事交流等を検討する必要があるが、

１校だけでは物理的な限界がある。 

  そのため、全市立学校における不登校施策及び学びの多様化の迅速な

推進という観点から、複数校の設置も視野に入れて検討する。 

◆ 設置場所については、迅速かつ効率的な設置という点を鑑み、学校の統

廃合等により、使用可能となった施設の活用を検討する。 

〇市立学びの多様化学校の分校型を増やし、本校である市立学びの多様化学

校が開発したタイルワークカリキュラム（オンライン教材や地域資源等を

活用し、個々のタイルの間を埋めて、一体化された知識として子どもが学

ぶことができるカリキュラム）を共有するとともに、授業を本校から分校

へオンラインで配信すれば、投入資源に対して、支援できる子どもの数が

飛躍的に拡大する。 

〇市立学びの多様化学校が、子どもたちがどこでも学ぶことができ、不登校

という概念をなくすための第一手になることが大切。一斉授業という形態

だけではない、学び方の選択肢を子どもたちに提供できる仕組みづくりに

おいて、この学校が中核的な役割を果たすことが必要。ひいては、一斉授

業は補助的に展開しつつ、子どもたちが自律的に学んでいくための構造転

換につながっていく。子どもたちが自律的に学ぶには、大人の力が必ず必

要となり、教員はコーチ的な役割が求められる。 

〇市立学びの多様化学校だけで考えるのではなく、校内の教室以外の居場所

等、名古屋市の不登校施策全体の中の構図で考えるべき。市立学びの多様

化学校の複数校の設置を視野に入れるなら、複数の分校・分教室の展開等
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も含め、学びの多様化について複数のパターンを中長期に検討していくこ

とが必要。 

〇学校の統廃合により、地域から学校がなくなることは、地域から活気が失

われるとともに、避難所がなくなるという不安がある。市立学びの多様化

学校として、学校の統廃合跡地を活用することで、地域の活性化にもつな

がる。 

〇市立学びの多様化学校を１校設置しても、名古屋市の不登校の子どもの数

パーセントしか転入学できないため、その先としてこの学校の実践を生か

すことを目指さないといけない。現時点では、どの方法による拡充が一番

有効なのか結論を出すのは難しいので、市立学びの多様化学校を１校開校

しながら、拡充を検討し、その方針を子ども・保護者にも示していくこと

が必要。 

〇全市へ成果を共有することをあせるばかりに、この学校の教職員に多大な

プレッシャーをかけてはいけない。子どもたちのカリキュラム開発にじっ

くり時間をかけて、成果が上がったところから徐々に共有できたら良い。

必要なら立ち止まり修正するなど、子どもを中心に据えてじっくり時間を

かけて取り組むべき。 
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○会議実績 

 

年月日 検討内容 

第１回 

令和６年 10 月 29 日 

Ａ 本市の不登校施策における学びの多様化学校の位置

付けや意義 

 

○校内の教室以外の居場所や教育支援センターをはじ

めとした、本市の各種不登校施策との役割の整理や

連携 

○本市における学びの多様化学校設置の意義 等 

第２回 

令和６年 12 月 9 日 

Ｂ 学校の基本的方向性 

 ○目指す学校の姿（コンセプト） 

○目指す学校の姿の実現に向けた学校づくりの視点 

（機能） 

第３回 

令和 7 年 1 月 20 日 

Ｃ 学校の枠組み 

○対象となる児童生徒の範囲 

○対象学年、設置形態、学校規模、転入学時期 

○設置のあり方 

第４回 

令和 7 年 3 月 11 日 
これまでの議論の振り返り 


